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１.改定理由

札幌市は、美しい都市景観や札幌ならではのライフスタイルなどの魅力を国内外に向けて伝え

ていくため、高い訴求効果を持つ映像の力１に着目し、２０１６年に前プラン２を策定の上、様々な

施策に取り組んできました。 

一方、前プランを定めて以降、映像産業３を取り巻く環境や私たちの暮らしと映像とのつきあい

方が大きく変わりました。 

映像を見る側は、動画配信サービスの普及などによって、好きな時間に好きな場所で好きな動

画を楽しむことができるようになり、テレビよりもインターネットを経由して映像を楽しむ人が増え

ました。 

映像を作る側は、安価で質の良い制作環境が手に入り、インターネットを通じて自由に発信で

きるようになったことで、特定の組織に所属せずに、個人クリエーター４として自分の映像作品を

発表する人や、フリーランス５として映像制作の仕事を請け負う人も増えています。 

映像を活用する側は、インターネットを通じて商品やサービスを購入する消費者が増えている

ことに伴い、動画を使って消費者に対して自社のブランドや商品の魅力を伝えることで、ビジネス

を拡大する機会が広がっています。 

加えて、新型コロナウイルス感染症６の流行は、人々が映像に触れる時間を増加させたほか、映

画のロケ撮影を中止に追い込み、飲食業などの対面を前提としたビジネスを困難にした一方で、

オンラインでの商業活動を活発にするなど、映像を見る側、作る側、使う側にとって様々な変化を

もたらしました。 

こうした社会環境の変化に対応するため、この度、前プランを改定し、第２期札幌市映像活用推

進プランを策定します。

2.プランの位置付け 

このプランは、「映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを実現するための条例」（以下「映像

のまち条例」という。）第７条の規定に基づき、映像活用施策を戦略的かつ総合的に実施するため

定めるものです。また、札幌市のまちづくりの総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン７」を

受けた個別計画に位置付けられます。 

改定に当たっては「札幌市産業振興ビジョン８」などの関連個別計画との整合性を図ります。 

１ 映像の力｜映像の持つ直感的かつ効率的な情報伝達効果並びに、それに基づく宣伝効果及び訴求効果をいう 
２ 前プラン｜２０１６年 ６月に策定した「札幌市映像活用推進プラン」をいう 
３ 映像産業―ｐ３９ にて定義 
４ クリエーター｜創造的な仕事をする人/個人クリエーターは個人活動として作品を発信している人 
５ フリーランス―特定の組織に属さず、独立して様々なプロジェクトに関わり、自らの専門性等のサービスを提供する働き方 
６ 新型コロナウイルス感染症―２０１９ 年末頃から感染が拡大し、２０２０年 １月 １６日、国内で感染者が初めて確認された 
７ 札幌市まちづくり戦略ビジョン―札幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置付けられる総合計画 
８ 札幌市産業振興ビジョン―市民、企業、行政が共有する産業振興の目指す姿や実現に向けた方向性を示したビジョン 

第１ 章  改定に当たって 
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３.計画期間 

本プランの計画期間は、２０２２年度から ２０２６年度までの５年間とします。なお、社会環境の

変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

※前プランの計画期間は当初 ２０１６ 年度から ２０２０ 年度までとしていましたが、計画最終年度に生じた新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響なども踏まえた改定を行うため、計画期間を１年間延長し２０２１年度までとしま

した。

４．計画の対象範囲 

前プランでは、映画・放送に関連する業種を映像産業と定義していましたが、第２期札幌市映像

活用推進プランでは近年の映像産業を取り巻く変化を踏まえ、インターネット上で配信されるコン

テンツやそれらと関連性の高い広告・ソフトウェア分野等の業種にも対象を拡大します。 

個別計画 

札幌市文化芸術基本計画（第３期） 

札幌市観光まちづくりプラン 

魅力都市さっぽろｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰﾄ戦略 

札幌市産業振興ビジョン 

第２期 

札幌市映像活用推進プラン 

施策/事業に反映 

映
像
の
ま
ち
条
例

総合計画 

札幌市まちづくり戦略ビジョン

戦略編

札幌市まちづくり戦略ビジョン

・アクションプラン２０１９

相互の整合性を図る

ビジョン編 

〔第２期札幌市映像活用推進プラン〕 

＋
〔前プラン〕 

放送業（テレビ） 

映像情報制作業（映画） 

娯楽業（映画館） 

ソフトウェア業（ゲームソフト等） 

インターネット付随サービス（音楽映像の配信等） 

映像情報制作（テレビ/アニメ制作等） 

広告制作業、広告業 

映像音声文字情報制作に付帯するサービス業（貸しスタジオ等）

写真業 
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前プランの施策体系と具体的な取り組みは次のとおりです。 

１.施策体系

2.具体的な取り組み 

方針 １｜映像を活用した魅力の発信 

施策 １-１ 国際共同制作の促進 

 札幌の魅力を海外に発信するため、海外と市内映像事業者による映画やドラマ、情報番組な
どの国際共同制作に対して助成した。（３４件／２０１６-２０１９ ※２０２０ はコロナ禍で中止） 

 市内映像事業者の技術力向上を図るため、ドキュメンタリー映像制作ワークショップ等を開催

した。（２０１６-２０１９ ※２０２０ はコロナ禍で中止） 

施策 １-2 国内外からのロケ誘致の促進 

 国内外に札幌の魅力を発信するため、札幌を舞台とした映画やテレビ番組などの撮影を誘致

した。（フィリピン映画「Ｋｉｔａ Ｋｉｔａ」など １８件/２０１６-２０２０） 

施策 １-３ 映像制作に係る助成制度の実施 

 シティプロモートや観光誘客等につなげるため、札幌を舞台とする映画やドラマなどの制作に
対して助成した。（「こんな夜更けにバナナかよ」など １４件/２０１６-２０２０） 

方針２｜多様な産業への波及

施策2-１ 他産業での映像活用の促進 

 映像制作需要の拡大と市内企業の販路拡大を促進するため、プロモーション映像制作に対し

て助成した。（２９ 件/２０１６-２０２０） 

施策2-2 映画・音楽・ＩＴ複合イベントの創出を支援 

 クリエイティブな発想や技術によって次の社会・未来を創ろうとする人たちのための交流の場
となる「Ｎｏ Mａｐｓ」を立ち上げ、産官学で連携し開催した。（２０１６-） 

第2章  前プランのふり返り

具体的な取り組み

基本理念 

基本目標 

施策の基本方針 

１.映像を活用した

魅力の発信 

４.シビックプライ

ドの醸成 

映像の力を活用した経済活性化 

映像の力を活用して 

「市民が誇りをもって暮らす魅力あふれる都市」さっぽろの実現を目指します。 

映像の力を活用した地域活性化 

２.多様な産業 

への波及 

３.映像産業の 

基盤強化 

５.市民の創造性 

の誘発 

▼ 

▼ 

▼ 
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方針３｜映像産業の基盤強化 

施策３-１ 撮影環境の整備 

 市内での円滑な映像制作を支援するため、撮影に必要な許可取得支援やホームページを通

じたロケ地情報の提供などを行った。（ＨＰ掲載ロケ地情報 １６０件/２０２０年度末時点） 

施策３-2 映像人材の育成 

 映画・放送業界への就職を希望する人材を育成するため、放送局等と連携し、市内学生など

を対象にドキュメンタリー作品の制作ワークショップを開催した。（延べ ６１９ 人の高校・大学・

専門学校生等が参加／２０１６-２０２０） 

施策３-３ 映像コンテンツ９の輸出を支援 

 札幌を舞台とした映像作品の販路拡大を図るため、市内映像制作事業者の海外商談会への

出展を支援した。（香港、シンガポールなど １３ か所延べ ９３ 社参加/２０１６-２０１９ ※２０２０

はコロナ禍で中止） 

施策３-４ 映像関連企業の誘致 

 映像関連企業の集積を図るため、映像制作等を行う事業所を札幌市内に新増設する企業に
対して補助を実施した。（６社／２０１６-２０２０） 

方針４｜シビックプライドの醸成

施策４-１ 映像制作への参加促進 

 映像制作への市民参加を促すため、ボランティアエキストラ登録制度の運用を行った。（登録

者数３,２２２人/２０２０年度末時点） 

施策４-2 記録・保管 

 市政に関する記録を後世に残し市民が閲覧できるようにするため、映像記録制作・保管を行

った。（雪まつり、水道事業記録映像など １５７件／２０１６-２０２０） 

施策４-３ デジタルアーカイブ１０構築の検討 

 市民の情報利用の円滑化を図るため、中央図書館で所蔵資料などのアーカイブ化を行った。
（新札幌資史 １０件／その他市のオープンデータを映像化して図書・情報館にて上映） 

方針５｜市民の創造性の誘発

施策５-１ 映像コンテストの実施 

 市民の映像制作意欲を喚起するため、高校、専門学校、大学生やアマチュアなどを対象にし

た映像作品コンテストを実施した。 （応募作品５８点/２０１７-２０２０） 

施策５-2 上映会等への支援 

 市民が映像に親しむ機会の充実を図るため、映画サークルなどによる自主上映会の後援を行

った。（２０件/２０１６-２０２０） 

施策５-３ 公共空間を活用した映像発信 

 様々な世代の市民が映像に親しむ機会を増やすため、札幌国際短編映画祭の開催に併せて、
中央図書館、円山動物園、ちえりあ等の市有施設で映画の上映会を開催した。（１２ 回延べ

２,３１９人参加／２０１６-２０２０） 

９ コンテンツ―様々なメディアで流通され、動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成される“情報の中身”。映画、

アニメーション、音楽、ゲーム、書籍など 
１０ デジタルアーカイブ―資料等をデジタル化して保存することを目的とした仕組みや施設 
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３.数値目標の達成状況 

項目 当初 目標 実績 

映画・ドラマの誘致件数 
２ 件

２０１５

累計 １５ 件

２０２０

累計 １８ 件

２０２０

札幌の事業者が制作した映像の海外

輸出額 

年２.８ 億円

２０１４

年 ３.８ 億円

２０２０

年 ０.１６ 億円

２０２０

テレビ・映画等で札幌の観光情報を得

て来札した外国人観光客の割合 

８.４％

２０１４

１３.０％

２０２０

８.８％

２０１９※１

民間放送業等の従業者数※2
１,６４３人

２０１４

１,８０７人

２０１９

１,８４０人 

２０２０

札幌市内で行われる映画やテレビ番

組などの撮影に出会った時に、迷惑

ではなく積極的に協力したいと感じ

る市民の割合 

１７.２％

２０１３

２７.０％

２０２０

４６.３％

２０２０

※１：出典「外国人個人観光客動態調査（札幌市経済観光局）」。２０２０年はコロナ禍で統計未実施のため前年数値を採用。 

※２：経済センサスの統計年度等の変更によってコンテンツ産業の従業者数が算出できなくなったため、代替指標として、民間

放送業（ラジオ放送業除く）/映像情報制作・配給業/映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業/映画館の従業者数を

計上した。 

前プランで掲げた５つの数値目標のうち、２項目が未達成となりました。 

札幌の事業者が制作した映像の海外輸出額 

中国のアニメや韓国のドラマなど海外のコンテンツとの販売競争が激化したことに加え、市内

事業者が海外向けに制作する作品は北海道の食や観光に関する番組が中心で、多様化する海

外視聴者のニーズに応えられなかったこと等が原因として挙げられます。また、目標年（２０２０ 年）

は新型コロナウイルス感染症の影響で海外商談会への出展が困難となり、作品の主たる販売機

会を失ったことも要因です。一方で、海外商談会を通じて年間約 ３００ 件の商談機会を創出した

ことで、海外などからのロケ撮影誘致の他、海外の放送局と市内の放送局による番組の共同制作

に繋がるなどの成果を生み出しました。 

テレビ・映画等で札幌の観光情報を得て来札した外国人観光客の割合 

「家族・知人」のほか、「観光に関するホームページ」「ＳＮＳ」などから情報を得て来札した観光客

の割合が高く、インターネットが主要な情報源となったことが要因と考えられます。目標値には届

きませんでしたが、インターネットが急激に普及し情報源が多様化する中で、当初値を上回る数

値を確保し、後述するように映画作品をきっかけとした海外からの観光誘客にも成功したことか

ら、一定の実績があったものと認められます。 

４９.０％
３３.８％ ３１.３％ ２６.９％ ２０.４％

８.８％

家族・知人 ＨＰ「ようこそさっぽろ」 その他観光ＨＰ ＳＮＳ 個人発信のブログ テレビ・映画

札幌の観光情報の入手方法

出典｜外国人個人観光客動態調査 札幌市 ２０１９年度 複数回答可
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４.総括 

前プランでは、シティプロモートやシビックプライド１１醸成の観点から、札幌が舞台となる映画や

テレビ番組の制作を支援し、それらを国内外に向けて発信していくことを中心に施策を展開しま

した。 

シティプロモート 

本市が撮影を支援した映画「探偵は ＢＡＲ にいる」や「こんな夜更けにバナナかよ」等の制作に

当たっては、地元札幌の映像関連企業への業務発注や、撮影スタッフの宿泊滞在需要などによる

経済効果が生まれました。また、全国でも話題となる作品となったため、ロケツーリズム１２の誘発

につながり、国内外に対して札幌の魅力を発信する一助になったと言えます。 

加えて、商談会等への参加を通じた地道な海外とのネットワークづくりが実を結び、フィリピン

映画「Ｋｉｔａ Ｋｉｔａ」の札幌ロケ誘致に成功しました。これがきっかけとなり、新千歳空港とマニラを

結ぶ直行便が就航し、フィリピンからの観光客が映画公開前後で ２.７ 倍（２０１６-２０１９ 比較）に

増加するなどの成果を生みました。 

シビックプライドの醸成 

ボランティアエキストラ登録制度を活用した市民参加の取り組みや民間の撮影場所募集、ロケ

地マップなどを用いた支援作品のプロモーションを進めたことで、「映画やテレビ番組の撮影に積

極的に協力したい」と感じる市民の割合が２割から５割近くまで上昇し、シビックプライドの醸成に

寄与しました。 

以上から、前プランの取り組みは一定の成果を収めたものと評価でき、札幌を舞台とした映画

やテレビ番組の制作支援が、「映像の力により世界が憧れるまちさっぽろ」の実現にとって、有益

であることが確認できました。改定後のプランにおいても、引き続きこれらの分野の支援を行うと

ともに、次章以降での現状分析等を踏まえ、新たな施策を検討していく必要があります。 

１１ シビックプライド―市民が都市を構成する一員であると自覚し、誇りや愛着を持って都市を良くしようとする当事者意識 
１２ ロケツーリズム―映画やテレビ番組などの舞台となったロケ地や、原作の舞台をめぐる旅の形態 

１１,００７ １４,４６４ 
２１,５４５ 

２８,６４２ 
３９,６８７ 

１,９１７,６０２ 
２,０９３,７３２ 

２,５７１,９８９ 
２,７１８,８１１ 

２,４２３,２３６ 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

0

20,000

40,000

60,000

２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

来札観光客の推移

フィリピン 全体
出典｜札幌市経済観光局「札幌の観光」

（人）

Ｋｉｔａ Ｋｉｔａ

７月公開
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第３章  映像産業の現状分析

映像産業を取り巻く環境について、市場動向のほか、「見る」「作る」「使う」という観点で変化を

整理します。 

１.市場動向 

コンテンツ産業の市場規模 

映像産業は、コンテンツ産業の一部に含まれ、「動画」を中心として様々な表現で存在します。

コンテンツ産業に関する統計を見ると、市場全体で成長を続けており、特に「インターネット広告」

が ５年間で２倍と大きく伸びています。 

これらのコンテンツ分野の中で、本プランの主たるターゲットである「動画」に加え、映像表現を

含めて楽しむことが多い「ゲーム」及び映像利用が効果的な「インターネット広告」について市場動

向の詳細を見ていきます。 

４３,３６０ ４３,７３４ ４３,８０９ ４３,９５６ ４４,１５１ ４３,９５５ 

１３,３６７ １３,８８３ １３,８１６ １３,４３１ １３,７５８ １４,００５ 

１７,１７４ １７,１４２ １９,２９７ ２１,３２０ ２１,９３３ ２１,５７２ 

３７,８５４ ３６,６７７ ３５,８１３ ３４,０９８ ３２,９１１ ３２,３１４ 

８,２４５ ９,１９４ １０,３７８ １２,２０６ １４,４８０ １６,６３０ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

コンテンツ別市場規模の推移

出典｜デジタルコンテンツ白書２０２０

（億円）

動画

音楽/音声

ゲーム

静止画/
テキスト

インター
ネット広告

１２０,６３０
１２３,１１３ １２５,０１１

１２７,２３３ 
１２８,４７６ 

１１９,９９９
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動画市場 

動画市場の内訳を見ると、前プランで推進してきた「テレビ放送」は市場の約８割と引き続き高

いシェアを占めています。また、同じく推進してきた「映画」についても、コト消費１３など体験を好む

消費者が増えていることで、興行収入が伸びています。 

一方で、後述するように、視聴方法の中心がインターネットに移行し、「ネットワーク配信」が伸

びてきています。 

アニメの躍進 

「動画」の中では、「映画興行収入」と「ネットワーク配信」が伸びていますが、これらの市場規模

の増大には、アニメが寄与しています。 

「映画興行収入」上位 １０ 作品について、実写とアニメを区分けしたところ、過去 ５ 年のうち ４

年で、アニメ映画が約 ７割を占めています。 

１３ コト消費―モノを所有することではなく“体験”に価値を見出した消費活動 

３,８４５ ３,４６９ ３,２１５ ３,０７０ ２,７２５ ２,４３７ 

１,２３１ １,３９７ １,６１９ １,８４２ ２,１９４ ２,７６６ 
２,０７０ ２,１７１ ２,３５５ ２,２８６ ２,２２５ ２,６１２ 

３４,６５０ ３４,９７０ ３４,９６６ ３５,０６５ ３５,０１４ ３４,０７８ 

１,５６４ １,７２７ １,６５４ １,６９３ １,９９３ ２,０６２ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

動画市場の内訳

出典｜デジタルコンテンツ白書２０２０

（億円）

パッケージソフト

ネットワーク配信

映画興行収入

テレビ放送/
関連サービス収入

その他

４３,７３４ ４３,８０９ ４３,９５６ ４４,１５１ ４３,９５５４３,３６０

２８６ 

４８９ 

２３９ ２０５ 

４１１ 

１３５ 

１９６ 

１２３ 

２６８ 

１７８ 

２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

日本映画興行収入トップ１０

出典｜日本映画製作者連盟公表資料を基に作成 ( )書きは構成比

（億円）

４２１ 

６８５ 

３６２ 

４７３ 

５８９ 

（３２％） 

（２９％） 

（５７％） 
（３４％） 

（３０％） 

（６８％） 

（７１％） 

（６６％） （４３％） 
（７０％） 

ア
ニ
メ

実
写
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さらに、「アニメ」は商品化や海外への販売も好調であり、市場全体で成長を続けています。

なお、映画興行収入の上位作品はアニメが優勢ですが、興行収入 １０ 億円以上の作品に範囲

を広げると、実写が売上の６割程度を占めています（３か年平均）。実写映画にも、安定したニー

ズがあることがうかがえます。 

４７０.５ 

５１７.５ 

４８７.３ 

３０６.６ 

２７２.７ 

５６０.５ 

２０１７（３８作品）

２０１８（３１作品）

２０１９（４０作品）

実写とアニメの割合
日本映画興行収入１０億円以上作品

（４６.５％）

（６０.５％）

１６作品

８作品

１１作品

６１７ ６０５ ６５７ ６８９ ７６５ ７２１ 

２２６ ２３１ ２５２ ２９３ 
３４１ ３８８ １０２ １１０ 

１２０ 
１３６ 

１４７ ２１６ 
２６６ ２５８ 

３０４ 
３４５ 

４２５ 
５６４ ６５８ ８０８ 

９７３ 
９９０ 

９９３ 

１,１２８ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

アニメ市場規模の推移 （億円）

出典｜デジタルコンテンツ白書２０２０

２,０１２

２,３０６
２,４５３

２,６７１

３,０１７

１,８６９

テレビ

海外など

商品化

映画

配信

出典｜日本映画製作者連盟 （ ）書きは構成比

実写 アニメ

２４ 作品

（億円）

（５３.５％） 

２３ 作品
（３４.５％）

２７ 作品
（３９.５％）

１，０４７.８

７９０.２

７７７.１

（６５.５％） 
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アニメツーリズム１４

日本のアニメは、国内はもちろん、海外でも人気です。アニメやマンガの舞台となった場所や建

物、作者の出身地・ゆかりの地を訪れる旅行はファンの中で「聖地巡礼」とも呼ばれ、地域活性化

や観光誘客などの面で大きく貢献しています。 

アニメによる経済波及効果

作品名 地域 放映年 原作 経済波及効果 

らき☆すた 埼玉・久喜 ＴＶ ２００７ ４ コマ漫画 
約 ３１ 億円 

（日本政策投資銀行推計）

ガールズ＆パンツァー 茨城・大洗 ＴＶ ２０１２ オリジナル 
約 ７ 億円 

（野村総合研究所推計）

氷菓 岐阜・高山 ＴＶ ２０１２ 小説
約２１ 億円 

（十六銀行推計）

君の名は。 岐阜・飛騨 劇場 ２０１６ オリジナル 
約 ２５３ 億円 

（十六銀行推計）

ＣＧアニメ分野での人材需要の高まり

アニメの制作現場では急速にデジタル化が進んでおり、今後は ＣＧ１５アニメーションが標準に

なっていくことが見込まれています。 

これまで、アニメスタジオは東京に集中していましたが、近年のアニメ市場の拡大とデジタル化

により制作場所を選ばなくなったことに連動して、東京

などの大手ＣＧアニメスタジオが人材確保の観点から

地方スタジオの開設を進めています１６。 

札幌では、東京の大手 ＣＧ アニメスタジオが、

２０２０ 年に市内の ＣＧ 系専門学校と連携し、スタジオ

を開設しました。 

また、札幌市の企業誘致の部署にもアニメ、ゲーム

会社など、ＣＧ 関連企業からの問い合わせが多く寄せ

られるようになっており、人材需要の高まりがうかがえ

ます。 

１４ アニメツーリズム―ロケツーリズム同様に、アニメの舞台となった場所をめぐる旅の形態 
１５ ＣＧ―コンピューターグラフィックスの略称。コンピューターを使って画像を処理・生成する技術。また、そのような技術を用い

て作成された画像のこと 
１６ 地方スタジオ開設―デジタルコンテンツ白書２０２０ にて当該動向について言及されている 

■５社以下 

■６～１０社 

■東京都 ２２８ 社 

出典―アニメ制作業界動向調査 ２０１９ 帝国データバンク

全国の主な ＣＧ アニメ制作企業の分布 
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ゲーム市場 

ゲーム市場も成長を続けてきました。２０１９ 年は前年比で減少に転じましたが、今後、５Ｇ１７の

普及による通信環境の向上や、ｅスポーツ人気の高まり、ｘＲ１８技術の進歩などによって、更なる

市場の成長が期待されています。 

ゲームは、アニメ以上にＣＧ技術を必要とする分野であることから、市場の成長に併せて更に

ＣＧ関連人材の需要が高まっていく分野と考えられます。 

インターネット広告市場 

インターネット広告市場は右肩上がりの成長を続けています。中でも、「動画広告」については、

２０１５ 年には ５.６％であったシェアが、２０２０ 年には ２０％を超え、今後の更なる成長が予測さ

れています。消費者への宣伝効果や訴求力が高い動画広告の重要性が増していることがうかが

えます。 

17 ５Ｇ｜第５世代移動通信システムを指し、高速・大容量・低遅延・多数接続の特徴を持った通信 
18 ｘＲ（エックスアール）｜ＶＲ（Virtual Reality/仮想現実）、ＡＲ(Augmented Reality/拡張現実)、ＭＲ（Mixted 

Reality/混合現実）などの総称 

２９０ ５１６ ８６９ １,１５５ ２,０２７ 

３,１８４ ３,８６２ ４,２６３ 
７,９５４ 

８,６７８ 
９,５０９ 

１１,０５１ 

１２,４５３ 

１３,４４６ 
１３,７０５ 

１４,６４９ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１予測

インターネット広告市場の推移

出典―㈱Ｄ２Ｃ他「日本の広告費 インターネット広告媒体費の推移 ( )書きは構成比

（億円）

９,１９４
１０,３７８

１２,２０６

１４,４８０

１６,６３０
１７,５６７

１８,９１２

動画広告

静止画
広告

（９４.４％）
（９１.６％）

（９０.５％）

（８６.０％）

（８０.９％）
（７８.０％）

（７７.５％）

（５.６％） （８.４％） （９.５％） （１４.０％）
（１９.１％） （２２.０％）

（２２.５％）

８,２４４

（９６.５％）

（３.５％）

２,５２１ ２,０８０ １,９５９ ２,１１１ １,９７０ １,９１６ 

９,９５５ １０,４７５ 
１２,５７４ 

１４,２５６ １４,７０１ １４,４６９ 

４,６９８ ４,５８７ 

４,７６４ 

４,９５４ ５,２６２ ５,１８７ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

ゲーム市場の内訳

出典―デジタルコンテンツ白書２０２０

（億円）

ソフトウェア

オンライン

ゲーム

アーケード
ゲーム等１７,１４２

１９,２９７
２１,３２０

２１,９３３ 2１,５７2

１７,１７４
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まとめ：市場動向 

 コンテンツ産業は全体として伸びており、インターネット広告（特に動画広告）の伸び幅が
大きい。 

 動画市場では、前プランで推進してきたテレビ放送が、引き続き高いシェアを維持してい
る。またコト消費を背景に、映画興行収入も伸びている。 

 アニメやゲームの市場拡大に伴い、ＣＧ関連人材の需要が高まっている。 

2.見る側の変化

メディア１９別市場規模 

視聴方法の変化を見ると、動画配信や音楽配信などの「ネットワーク」経由でサービスを購入す

る消費者が増えており、市場規模が拡大しています。また、映画館やコンサート会場などの「劇場・

専用スペース」は、コト消費を好む消費者が増えていることなどを受け、緩やかに市場規模を拡大

しています。 

メディアとの接触方法 

一日当たりのメディアとの接触時間は増加しており、中でもパソコン・タブレット・スマートフォン

の利用時間が増えています。 

メディアや情報に関する意識も、「好きな情報やコンテンツは好きな時に見たい」と感じる消費

者が増え、当該ニーズに応えた定額制動画配信サービスの利用率も右肩上がりが続いています。 

１９ メディア―コンテンツを、送り手から受け手（生活者）に提供するための場や装置。ＤＶＤ などのパッケージやネットワーク、劇

場、放送など 

４５,６２５ ４３,４２９ ４１,８２６ ３９,５９９ ３７,３８５ ３５,６１６ 

２３,０９８ ２４,７２４ ２８,４７９ ３２,４５８ ３６,０８６ ３９,２９１ 

１５,２２４ １６,１０８ １６,４２３ １６,５０６ １７,３７７ １８,１５６ 

３６,０５２ ３６,３６９ ３６,３８５ ３６,４４９ ３６,３８５ ３５,４１３ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

メディア別市場規模の推移

出典―デジタルコンテンツ白書２０２０

（億円）

ネットワーク

劇場/専用ス
ペース

パッケージ
（ＤＶＤソフト
など）

放送

１２８,４７６１２７,２３３１２３,１１３ １２５,０１１１２０,６３０１１９,９９９
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メディアや情報に関する意識/行動 

順位 利用内容 ２０２０ ２０２１ 差分 

１ 好きな情報やコンテンツは好きな時に見たい ５７.４％ ６３.７％ ６.３％ 

２ 
ＳＮＳ でライブ動画を見たり配信したりする機
会が増えた 

１４.４％ ２０.２％ ５.８％ 

３ 
朝起きて、最初に触れるのは 
スマートフォンだ 

５３.１％ ５８.９％ ５.８％ 

４ 
家電やｽﾏｰﾄｽﾋﾟｰｶｰと音声でやり取りすること
に抵抗はない 

１７.７％ ２２.８％ ５.１％ 

５ 
店頭で気になった商品の評判を、その場でスマ
ホで調べたことがある。 

５７.９％ ６２.７％ ４.８％ 

出典｜博報堂ＤＹメディアパートナーズ 「メディア定点調査2０2１」

１４７.３ １４４.０ １５３.９ １４４.２ １５０.０ 

１７４.５ １９９.６ 
２０５.４ ２１２.５ 

２４８.６ 

５６.２
５２.４

５２.３ ５５.０

５２.３

２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

メディア総接触時間の推移 一日当たり/週平均 （分）

出典―博報堂ＤＹメディアパートナーズ「メティア定点調査２０２１」

テ
レ
ビ

Ｐ
Ｃ
/

タ
ブ
レ
ッ
ト/

ス
マ
ホ

そ
の
他３７８.０

３９６.０ ４１１.６ ４１１.７
４５０.９

９.３％

１５.３％

２２.７％

２７.８％

３６.９％

４６.６％

２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

定額制動画配信サービス利用率

出典―博報堂ＤＹメディアパートナーズ「メティア定点調査２０２１」
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コロナ禍に強いコンテンツ消費 

クレジットカードの決済情報をもとに新型コロナ感染症の発生前後の消費動向を比較した統計

を見ると、外食産業や観光産業など、対面でのサービス提供を前提とした産業は大きなダメージ

を受けました。一方、在宅時間が増加したことを背景に動画や音楽等のコンテンツ配信２０は消費

が伸びています。 

コロナ禍収束後の生活スタイル 

新型コロナウイルス感染症収束後の生活者の意識調査を見ると、「現在の生活を維持したい」

という回答が ５６.４％と過半数を超えています。家で過ごす時間を大切にする生活スタイルが一

定程度定着することで、今後も堅調なコンテンツ消費が見込まれます。

コロナ禍生活で「新たに気づいたこと」 （％） 全体 2０代 ３０ 代 ４０ 代 ５０代 ６０代 

家で過ごすことが楽しくなった ５２.６ ６７.１ ５６.４ ５０.８ ４８.０ ４４.０ 

オンラインでの買物や診療など、オンライン上で

できることが増えて、便利になった 
４８.１ ６２.９ ５２.５ ４８.４ ４０.８ ３８.９ 

通勤・通学時間などが減って、自由に使える時間
が増えた 

３２.１ ４７.９ ３６.２ ２８.９ ２７.６ ２３.６ 

出典｜博報堂生活総合研究所「新型コロナウイルスに関する生活者意識調査 2０2１.４」 

２０ コンテンツ配信―定額制動画配信サービスなどを通じて提供されたコンテンツのこと 

１１.９％ ４４.５％ ３２.６％ １１.１％維持したい

現在の生活スタイルの維持意向
（新型コロナ感染懸念が無くなった前提で）

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

出典―博報堂生活総合研究所「新型コロナウイルスに関する生活者意識調査 ２０２１.４」

５６.４％

-７０％

-６０％

-５０％

-４０％

-３０％

-２０％

-１０％

０％

１０％

２０％
決済データから見る消費動向

出典―ＲＥＳＡＳ地域経済分析

１回目緊急事態宣言 ２回目緊急事態宣言

コンテンツ配信

外食

旅行
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まとめ：見る側の変化 

 インターネットを経由してコンテンツを視聴する消費者が多くなった。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大局面でも、映像を含むコンテンツ配信は好調である。 

 感染症収束後も現在の生活スタイル定着によって、コンテンツ消費は堅調と見込まれる。 

３.作り手2１側の変化

個人クリエーターの活躍 

インターネットの発展で誰でも自由に表現できるプラットフォーム２２が数多く生まれ、個人がファ

ンや顧客と容易につながることができるようになりました。こうしたプラットフォームを活用して、コ

ンテンツを発信し広告収益からの配当を得たり、動画などのコンテンツを販売して収益を得るなど

してクリエーターを名乗る人は世界で ５,０００ 万人との調査２３があり、既に ２００ 万人はフルタイ

ムの仕事に匹敵する収入を得ていると言われます。 

個人が ＳＮＳ などを通じて直接稼ぐ経済圏を指す「クリエーターエコノミー」という言葉が聞か

れるようになり、日本では、個人クリエーター向けのプラットフォームを提供する企業が連携して

２０２１年 ７月に協会を設立２４したほか、海外を見るとフェイスブック社が人気のクリエーターを多

く抱えるための新たな報酬配分を行うことを発表２５するなど、「クリエーターエコノミー」を後押し

する動きも見られます。 

また、クライアントの依頼に基づいて映像を制作する分野でも、後述するフリーランス

の増加や、副業・兼業を後押しする機運の後押しを受け、個人クリエーターが増えていく

と考えられます。モノ、知識、技術、時間などあらゆる資産を共有する「シェア」の考え

方が広がり、個人がすべての技術や知識に精通することを目指すのではなく、それぞれの

得意分野を持ちよることで、クライアントの高度な要求に応えていくことが一般的になっ

てきました。 

フリーランスの増加 

多様で柔軟な働き方として、フリーランスへの関心が高まっていることを受け、内閣府は ２０１９

年 ７月に初めてフリーランス人口を推計し、増加傾向にあることを発表しました２６。映像の作り手

も、フリーランスとして活動することを選ぶ人材が増えていく可能性があります。

２１ 作り手―個人、企業などの形態を問わず映像の制作及び発信に係る事業を行うもの 
２２ プラットフォーム―商品やサービスを提供する企業と利用者が結びつく場所を提供すること 
２３ 調査―Ｓｉｇｎａｌ Ｆｉrｅ 社 「Ｃrｅａｔｏr Ｅｃｏｎｏｍｙ Mａrｋｅｔ Mａｐ ２０２１」
２４ クリエーターエコノミー協会―ＢＡＳＥ㈱、ＮＯＴＥ㈱、ＵＵＵM㈱が中心となりクリエーターエコノミーの普及促進のため設立 
２５ ２０２１.７.１４ 付け、米フェイスブックは、２０２２ 年末までに自社のＳＮＳ上で活動する各種クリエーターに総額 １０ 億ドルの

報酬を配分すると発表 
２６ 「日本のフリーランスについて」内閣府政策統括官 ２０１９.７。「雇人のない自営業主」と「特定の発注者に依存する自営業主

（雇用的自営業主）」に分け、後者がフリーランスに当たると整理 
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副業・兼業希望者の増加

厚生労働省は、２０１８ 年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、副業・兼業の普

及促進への取り組みを開始しました。当該ガイドラインの中では、「自分が活躍できる場を広げる」

「様々な分野の人とつながりができる」「現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる」等を理由

に副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある旨言及しており、企業での就業と並行した個人

活動を行うことを後押しする機運が社会的に高まっています。映像分野でも、副業・兼業として個

人で活動する作り手が増えていく可能性があります。 

個人クリエーターが抱える課題 

個人クリエーターの存在感が増す一方で、クリエーターに対する誹謗中傷や、一部のクリエー

ターによる著作権違反、撮影時の迷惑行為などが社会的に問題視されるようになってきました。

法律や権利に関する知識、トラブルへの対策などに関する知識の向上を図るなど、個人クリエー

ターが活動しやすい環境づくりが求められます。 

１３％

１７％

２５％

２６％

２７％

２７％

２８％

２８％

３４％

３７％

３９％

健康保険などの社会保険

仕事の相談や精神的な支えとなる方の見極め方

個人情報を公開することへの抵抗感及びトラブル

企業と個人が仕事をするうえでの前提知識

自分の発信が誰かを傷つけないための工夫

請求書や会計などの事務作業処理

活動資金に関すること

自分や家族の個人情報を守るための知識

誹謗中傷を受けたときの対応

トラブル予防や自分の作品を守るための法律や権利の知識

ＳＮＳや各種プラットフォームの運用知識

個人クリエーターが抱える課題

出典―クリエーターエコノミー協会調べ ２０２１.６月時点調査 複数回答。

１２８ １３２ １３７ １５７ １４９ １５８ １６４ 

６８２ 
５６４ ５４５ ４９２ ４８３ 

４１２ ３９６ 

１９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０ ２０１５

自営業主の数の推移

出典―日本のフリーランスについて 内閣府政策統括官 ２０１９.７ ( )書きは構成比

（万人）

（８１.３％）

（７６.６％）
（７４.９％）

（６８.１％）
（６９.１％）

（６１.６％） （５８.５％）

（１８.７％） （２３.４％） （２５.１％） （３１.９％） （３０.９％） （３８.４％） （４１.５％）

自営業主 

（雇人なし）

フリーランス 

（雇用的自営業等）

８１０

６９８ ６８２
６４９ ６３２

５７０ ５６０
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また、組織や会社の業務実績等に頼ることができない個人クリエーターがファンや仕事

を獲得していくにあたっては、自分の実績をアピールするための作品（ポートフォリオ）

を充実させることや、アワードやコンペティション（コンテスト）での受賞歴などが大き

な強みとなります。映画、アニメ、動画広告、ゲームなどの映像分野でのアワード等に積

極的に応募するクリエーターを増やし、市内クリエーターのステップアップを促すことで

映像産業の担い手の強化につながることが期待できます。 

加えて、優秀なクリエーターであるほど、会社や団体といった組織への帰属意識が薄

く個人志向27であることが指摘されていますが、良質な映像コンテンツを制作したり、ク

ライアントからの複雑高度な要求に応えていくためには、得意分野の異なる個人クリエー

ター同士が、案件ごとに緩やかに連携することが必要です28。個人クリエーターのつなが

りを創出し、作り手の多様化や映像産業の活性化につなげる取り組みが求められます。 

まとめ：作り手側の変化 

 気軽に映像を作り発信できる環境が整ったことで、作り手が企業から個人に広がった。 

 個人が創り出す経済価値や個人での活動を後押しする社会的機運が高まっている。 

 個人クリエーターは法律や権利に関する知識の不足などの課題を抱えている。 

 個人クリエーターの活躍の場を広げる上で、コンテスト等での受賞実績は強みになる。 

４.使い手2９側の変化 

札幌市の産業構造 

札幌市は、全国に比べて製造業等の二次産業の割合が低く、卸売業や小売業などの三次産業

が中心となっています。また、従業者が１０人未満の小規模な事業所が７４.６％と多い状況です。 

27 個人志向｜リチャード・フロリダが著書「新クリエイティブ資本論」でクリエーターの個人志向に言及 
28こうした、個人の才能を集めれば、一人の天才をも凌ぐことができるという考え方を「コレクティブ・ジーニアス

（Collective Genius/集合天才）」という 
29 使い手｜製造・小売・飲食・観光業など、映像を広告などの企業活動に取り入れる側 

１.０％ ０.０％１８.０％
１２.０％

８１.０％ ８８.０％

全国 札幌

産業構造

出典―経済センサス活動調査 ２０１６

一次産業 一次産業

三次産業

二次産業
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ＥＣ市場の拡大 

ＥＣ（電子商取引）３０が拡大しており、ＢｔｏＢ３１、ＢｔｏＣ３２いずれの市場も伸びています。卸・小売

などの三次産業かつ小規模の事業所が多い本市の産業構造から見て、ＥＣ 市場においてビジネ

スを広げる可能性が高まっています。 

ＢｔｏＢでの動画利用 

これまでは、展示会など対面を前提とした場で、卸売業者が直接バイヤーに対して商品を提案

し商談することが一般的でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の発生後は、展示会そのもの

がオンライン上で開催されるようになるなど、商談のオンライン化が進んでいます。オンライン商談

は、従業員の出張費用などが不要であり、卸売業者・バイヤー双方にとってメリットがあることから、

感染症収束後には定着していくことが見込まれます。 

一方で、商品を手に取りながら商談ができないことでバイヤーへの訴求力が弱まることから、短

時間で要領よく商品の魅力を伝えるツールとしてプロモーション動画を利用する企業が増えてい

３０ ＥＣ―コンピューターネットワークシステムを利用して、売買や決済、サービスの契約などを行うこと 
３１ ＢｔｏＢ¦Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｔｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ の略称。 企業が企業に対してモノやサービスを提供するビジネスモデル 
３２ ＢｔｏＣ¦Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｔｏ Ｃｏｎｓｕｍｅr の略称。 企業が消費者に対してモノやサービスを提供するビジネスモデル 

１２.７ 
１３.７ 

１５.１ 
１６.５ 

１７.９ 
１９.３ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

ＢｔｏＣ ＥＣ市場規模の推移 （兆円）

出典―電子商取引に関する市場調査 経済産業省

２７９.９ ２８７.２ ２９０.９ 
３１８.１ 

３４４.２ ３５２.９ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

ＢｔｏＢ ＥＣ市場規模の推移 （兆円）

出典―電子商取引に関する市場調査 経済産業省

５３.６％
２１.０％

２５.４％

従業者規模

１-４人 ５-９人 １０人以上

出典―経済センサス活動調査 ２０１６
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ます。購買力のある首都圏バイヤーと物理的な距離がある札幌の企業にとって、動画を活用した

商談の重要性が高まっています。 

ＢｔｏＣでの動画利用 

消費者がインターネットを通じて商品を購入することが一般化しました。「インターネット広告」

市場の中で、「動画広告」が伸びていることを踏まえると、企業がパソコンやスマートフォンのモニ

ター越しに自社の商品の魅力を伝えるため、動画を活用している状況がうかがえます。ＢｔｏＢ と

同様に、使い手が訴求力の高い動画を活用することで、物理的な距離を超えて、購買意欲の喚起

や潜在的な購買層の掘り起こしが可能となり、新たな商機につながると考えられます。 

ブランド力を高めるための動画活用とデザイン経営

商品やサービス、企業理念などを最も効果的に伝えられるのは経営者自身ですが、全ての人

に直接語ることはできません。そこで、顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像の活用が求め

られますが３３、企業のブランド力向上に貢献できる映像活用を行うためには、経営にデザインを持

ち込む必要があります。 

経済産業省は ２０１８ 年に「デザイン経営宣言」を行

いました。そこでは、デザインを「企業が大切にしてい

る価値、それを実現しようとする意志を表現する営み

であり、ブランド価値を生み、イノベーションを実現す

る力」と位置付け、デザインを活用した経営の推進が

提言されています。経営者がデザインに関する理解を

深めることで、他の企業では代替できないブランド価

値を生み出すことが可能となり、映像をブランド力向

上のためのツールとして使うことができます。過去５年間の売上増加率を見ると、デザイン経営に

積極的な企業の方が増加傾向にあり、デザイン経営に注力している企業と売上成長の相関は大

きいと言えます。 

また、同宣言では、デザイン経営を実践するための具体的な取り組みとして、組織内にデザイン

部門を立ち上げることや、デザイン人材３４の採用・育成を行うことが提言されていますが、小規模

な事業所が多い本市の企業が個別に人材を採用することは現実的ではありません。 

３３ 経済産業省は自社の姿勢や理念に対する顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像（ブランデッドコンテンツ）を制作する場

合の補助事業「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤強化事業費補助金」を実施している 
３４ デザイン人材―経済産業省の定義では、デザインを基軸にしてリーダーシップをもってビジネスの中核に立てる人材 
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このため、経営者がデザイン経営に関する理解を深めながら、自社の思いをカタチ（映像）にす

ることができる外部人材（作り手）を活用し、ビジネス全体をデザインしていくことが求められると

ともに、映像の作り手もそれに応えられる企画力やコンサルティング能力を持ったデザイン人材で

あることが求められます。 

まとめ：使い手側の変化 

 ＥＣ市場の成長を背景に、映像の力で使い手のビジネスが伸びる可能性が高まってい

る。 

 映像の力を最大限生かすためには、使い手がデザイン経営力を高める必要がある。 

 作り手も、使い手の思いを実現するためデザイン人材となる必要がある。

３.０％

７.０％

１５.０％

１３.０％

１３.０％

１７.０％

１３.０％

２０.０％

６４.０％

５８.０％

５８.０％

４６.０％

１４.０％

１４.０％

９.０％

１５.０％

６.０％

４.０％

３.０％

６.０％

デザイン経営に

積極的でない

あまり積極的でない

ある程度積極的

積極的

デザイン経営の取り組みと

過去５年の平均売上高増加状況の関係性

２０％以上 １０％以上２０％未満 ０％以上１０％未満 -１０％以上０％未満 -１０％未満

出典―日本企業におけるデザイン経営の取組み状況 公益財団法人日本デザイン振興会 ２０２０.１１
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第４章  札幌市の資源 

１.作り手の集積 

映像情報制作・配給業、広告業 

映画、テレビ、アニメ制作業を含む映像情報制作・配給業と、市場規模を拡大している動画広

告の担い手である広告業の従業者数を見ると、札幌には人材が集積しており、強みがあると言え

ます（いずれも政令市中４位）。

１１,７９５ 

６,１５７ 

４,９５８ 

２,０５８ 
１,６５５ １,６０１ １,３８２ １,１６６ 

９０７ ７７７ ７７６ ６８１ ６４９ ５８７ ５３９ ５１８ ４２７ ２２１ ２１５ ２０７ 

従業者数（広告業） （人）

出典―２０１６経済センサス活動調査

４,０８６ 

１,５２４ １,４３４ 

１,０３３ 

６６２ 
５１２ ４７４ ４５０ ４３７ 

３１２ ３０７ ２７２ ２３０ １６７ １３４ １２６ ８７ ７０ ３２ １６ 

従業者数（映像情報制作・配給業）
（人）

出典―２０１６経済センサス活動調査
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映画テレビ関連企業 

映画テレビ関連企業について、札幌には映像コンテンツを作るプロダクションのほか、企画から

撮影、編集など、作品の公開までに係る一連の企業が存在し、地元放送局が作成する映像や、道

外企業によるロケ撮影などを支えてきました。地元に精通した事業者がいることは強みと言えます。 

ＣＧ関連企業 

政令市の人口上位 １０ 都市の ＣＧ 関連企業数を調べたところ、札幌市は２位に位置していま

す。成長が見込まれるＣＧ関連企業が集積していることは、本市の強みだと言えます。 

2.ＣＧ教育機関・学生の集積 

市内の ＣＧ 関連教育機関の数は福岡市３５を上回っており、加えて学生の数も概ね同じ水準と

なっています。ＣＧ を扱うアニメ・ゲーム分野が市場規模を拡大していることや、人材を求めて地

方スタジオ開設の動きがあることを踏まえると、人材供給面で大きな強みがあると言えます。

３５ 福岡市―日本を代表するゲーム会社の一つであるレベルファイブなどが立地しゲーム産業の先進都市と言われ、福岡ゲーム

都市宣言を行い、産官学三位一体の組織として「福岡ゲーム産業振興機構」を立ち上げ人材育成などに取り組んでいる 

業種 事業者数 業種 事業者数 

制作プロダクション ３０ 車両 ４ 

企画制作 １８ スチールカメラマン １２ 

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ/ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ３ ポストプロダクション １ 

撮影 ８ スタジオ ２ 

編集 ５ 通訳 １ 

照明/特殊機材 １３ 俳優/ナレーター ３ 

録音/音楽制作 ７ キャスティング事務所 ６ 

ｽﾀｲﾘｽﾄ/衣装/ﾍｱﾒｲｸ ４ 劇団/エキストラ団体 ３ 

美術/装飾 ３ ロケコーディネーター １０ 

合計 １３３社 

出典―札幌市新たな映像活用の推進に向けた調査業務報告書 ２０２１.２

１０９

７２

４７
３７

１６
２６

８ ９ １３ ３

３９ 

１７ 

３０ 

１４ 

２１ １０ 

１１ ５ １ ５ 

１４８

８９
７７

５１

３７ ３６

１９
１４ １４

８

大阪市 札幌市 福岡市 横浜市 名古屋市 京都市 神戸市 さいたま市 川崎市 広島市

ＣＧ関連企業数

（アニメ/ゲーム） （社）

出典―㈱インサイト調べ ２０２１.８月時点

ア
ニ
メ

ゲ
ー
ム
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３.都市のブランド力 

ブランド総合研究所が ２０２０ 年１０月に発表した地域ブランド調査によると、札幌市の魅力度

は全国第２位で、情報接触度、観光意欲度、産品想起率など主要項目で１位を獲得しています。

都市としての高いブランド力は、映画のロケ撮影の誘致や、使い手の販路拡大など、映像を活用

したまちづくりを進める上で大きな強みです。 

４.支援組織 

札幌市には、さっぽろ産業振興財団が運営する作り手に関する支援組織があります。

札幌フィルムコミッション 

札幌フィルムコミッション３６は、主に札幌・北海道でのロケ撮影を支援する組織で、映画、テレビ

ドラマ、ＣM などのロケ地情報、撮影時に必要な許可申請情報、ボランティアエキストラ情報など

の提供を行い、映像産業の活性化を図ってきました。 

３６札幌フィルムコミッション―さっぽろ産業振興財団が運営。全国に １０９団体（２０１８ 時点）あるフィルムコミッションの北海道

ブロック長として、北海道全域での撮影における道内の各自治体への連絡窓口となっている 

市町村魅力度ランキング 

- １ 位 2位 ３位 ４位 ５位 

魅力度 京都市 札幌市/函館市 横浜市 小樽市 

情報接触度 札幌市 新宿区 大阪市 渋谷区 京都市 

居住意欲度 横浜市 神戸市 鎌倉市 札幌市 京都市 

観光意欲度 札幌市/函館市 京都市 小樽市 富良野市 

産品想起率（食品） 札幌市 夕張市 仙台市 函館市 松坂市 

産品想起率（食品以外） 今治市 有田町 輪島市 伊万里市 小樽市 

出典―地域ブランド調査 ２０２０㈱ブランド総合研究所

２１ ２１ 

１６ 
１３ 

１０ 
７ 

４ ３ ３ 
０ 

ＣＧ関連教育機関の数 （校）

出典―㈱インサイト調べ ２０２０.８時点

３,３４５ ３,２５５ 

１,４８５ 
１,２８０ 

１,１２３ 

７２０ 
３８５ 

１４０ １４０ 
０ 

ＣＧ関連学生数 （人）

出典―㈱インサイト調べ ２０２０.８時点 定数ベース
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インタークロス・クリエイティブ・センター 

インタークロス・クリエイティブ・センター（ＩＣＣ）３７は、主にデザイン関連の個人クリエーターへ

の支援を行っており、クリエイティブ分野に精通しているコーディネーターを配置し、クリエーター

や企業からの相談に対応するほか、クリエーターと企業、クリエーター同士のマッチングなどを通

じて、クリエイティブ産業の活性化を図ってきました。 

期待される役割

札幌フィルムコミッションは主に映画制作を、ＩＣＣ はデザイン関連のクリエーターの支援を行っ

ていますが、今後は両組織が連携し、市内に点で存在する作り手や使い手をつなぐ役割を果たし

ていくとともに、映像産業全体を見渡した広い視野で人材の育成等に取り組んでいくことが期待

されます。 

まとめ：札幌市の資源 

 作り手（映像情報制作業・配給業、広告業）が集積している。 

 ＣＧ関連の教育機関と学生が集積している。 

 作り手を育て、使い手とつなぐ役割などを担える支援機関がある。 

３７ インタークロス・クリエイティブ・センター―さっぽろ産業振興財団が運営。２００１ 年にクリエーター支援施設として開設 

札幌市映像活用推進プラン改定検討委員会 委員提案資料 
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第５章  札幌市の課題

１.人口減少による将来の担い手不足 

映像関連企業を含む情報通信業について、新型コロナウイルス感染症が発生する前の ２０１９

年時点で、全業種平均を大きく上回る ７２.７％の市内企業が「人手不足」だと感じています。 

また、本市の将来推計人口は、２０６０ 年には １５５ 万人と、２０１５ 年の １９５ 万人から ４０ 万人

減少するとされています。特に、生産年齢人口は、少子高齢化に伴い、２０１５ 年から ２０６０ 年に

かけて ４８ 万人減少する見込みとなっています。人材供給面で大きな強みのある本市が、引き続

き優位性を保っていくためには、当該業種を目指す人材を増やしていく必要があります。 

さらに、映像関連の作り手には高い創造力が求められ、その創造力を育てるカギは小学校４年

生から中学校３年生にあるとの報告があります３８。こうしたことを踏まえ、将来の作り手となる子ど

もに対して映像への興味の入口を設ける必要があります。 

２.道外への人材流出 

札幌市の人口動態を見ると、男女とも ２０～２９ 歳で「就職」を主な理由として大幅な転出超過

となっています。道外転出超過の主な理由となっている「就職」について、この年齢層が多く含ま

れると考えられる市内の大学、大学院卒業の就職地を見ると、市外を就職地としている人の割合

は６割を占めています。 

また、地方での人材獲得が活発化している ＣＧ分野について市内大学・専門学校にヒアリング

調査を行ったところ、同じく ６ 割の人材が市外に流れている状況が分かりました。札幌での就職

３８ 日本の高校生の創造力に関する意識調査 ２０２０.１１.２５ アドビ㈱ 

２２ １６ １３

１２４

９８
７６

４８

６９

６６

１９５
１８３

１５５

２０１５ ２０４０ ２０６０

札幌市の人口の将来見通し

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（万人） 

４９.７％

７２.７％

０.０％

１０.０％

２０.０％

３０.０％

４０.０％

５０.０％

６０.０％

７０.０％

８０.０％

２０１６上期 ２０１７上期 ２０１８上期 ２０１９上期

経営上の問題点として人手不足と

回答した市内企業の割合

全業種 情報通信業

出典―札幌市企業経営動向調査 出典―第２期さっぽろ未来創生プラン 



29 

を希望する学生も多いものの、企業が求める人材と学生との間にギャップがあることや、そもそも

学生と企業が出会う機会が少ないことなどが原因として挙げられます。  

さらに、ＣＧ は比較的新しい分野であるため、子どもが同業界を目指す場合に、親や進路相談

を担当する教員の理解が得られない場合があるという声も聞こえます。 

産官学が連携して人材育成や就職マッチングに取り組むなど、人材を増やし、市内定着を図り、

企業の集積につなげるという好循環を生み出すような仕組みが必要です。 

３.低い付加価値額と下請け型の受注構造 

札幌の市内総生産を業種ごとに比較すると、映像分野を多く含む情報通信業の一事業所・一

従業員当たりの生産額が多く、付加価値の高い業種だということが分かります。 

０

５０

１００

１５０

２００

２５０

３００

３５０

０ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６

一
事
業
所
あ
た
り
（百
万
円
）

従業員一人当たり（百万円）

札幌の市内総生産

金融保険業 

卸・小売業 

製造業 

宿泊・飲食・サービス業 

教育 
情報通信業 

出典―Ｈ３０年度札幌市民経済計算年報など 

高付加価値 
の業種 

出典―第２期さっぽろ未来創生プラン 

４１％ １９％ ４１％

大学/大学院卒業後の就職地

出典―第２期さっぽろ未来創生プラン

札幌市 道外
道内他

市町村

市外に６０％

４０％ ６０％

ＣＧ分野を専攻する学生の就職地

札幌市 道外

※道内他市町村０％

出典―㈱インサイト調べ ２０２１.３卒業生

５３％ １６％ １３％ １９％

大学/大学院卒業後の

希望就職地

出典―第２期さっぽろ未来創生プラン

札幌市 希望なし

札幌市定着のポテンシャル2８％

道内他

市町村 道外

５０％ １０％ ４０％

ＣＧ分野を専攻する学生の

希望就職地

出典―㈱インサイト調べ ２０２１.３卒業生

札幌市 希望なし

札幌市定着のポテンシャル2０％

道外
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しかし、情報通信業について政令市間で「従業者数」「従事者一人当たりの付加価値額」を比べ

ると、従業者数では上位（６位）に入るにもかかわらず、付加価値額では下位（１１ 位）となっていま

す。 

この付加価値額の低さについて、札幌市の映像関連の仕事は下請け型の構造であることが原

因との指摘があります３９。映画やテレビは大手配給会社や放送局が企画制作を行うのが通例で、

ＣＧ アニメなども同様です。企画制作にはプロデュース能力を有する人材や配給先を確保するた

めのネットワーク・資本などが必要となり、中小企業が多く企業体力の少ない市内映像関連事業

社は下請けにまわる現状にあります。下請けとして受注した場合には版権４０を持つことができな

いため、関連グッズを開発販売するなどのビジネスを行うことができず、付加価値額が高まりませ

ん。版権を持つことができるオリジナル作品制作を支援するなど、より付加価値の高い産業構造

へ転換する必要があります。 

３９ 札幌市新たな映像活用の推進に向けた調査業務報告書 ２０２１.２
４０ 版権―著作権と同意語で、著作物を複製・販売する独占権のこと

９７２ 
９３６ ９１８ ９０４ ８９５ ８９２ 

８３２ 
７８７ ７７８ ７７５ ７７０ ７６４ ７４３ 

７０９ ７００ ６９０ ６８９ ６５８ ６５２ 

従事者一人当たりの付加価値額

（情報通信業）

（万円）

出典―２０１６経済センサス活動調査 相模原市はデータなし

１２.８

６.９
６.３

４.３
３.９

３.０
２.０ １.９ １.６ １.３ １.２ １.０ ０.９ ０.９ ０.８ ０.７ ０.６ ０.４ ０.１ ０.１

従事者数

（情報通信業）

（万人）

出典―２０１６経済センサス活動調査



31 

４.少ないマッチング機会 

使い手が自社の思いをカタチ（映像）にできる作り手を探している場合、首都圏では映像や広

告関連の展示会が開催されており、直接作り手の話を

聞いたり、複数の作り手を比較する機会があります

が、札幌ではそうした展示会がなく、効率的に作り手を

探す方法がありません。 

札幌市内で作り手と使い手を結びつける場を設け

るなど、映像の地産地消を促進する必要があります。 

５.販路拡大への壁 

今後、人口減少により国内マーケットの縮小が予想されることから、市場規模の大きい海外へ

販路を広げる必要がありますが、札幌の作り手は、小規模な事業者が多く、単独では販路拡大に

取り組む余力がないのが実情です。 

市内の作り手による作品の充実を図りながら、海外市場のニーズを捉えて商談会に出展を支

援する必要があります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、オンライン上での商談会が開催されるように

なりました。感染症が収束しない状況下での作り手の販路拡大を支援する仕組みについても検

討していく必要があります。 

６.低い施策の認知度 

札幌フィルムコミッションは市の映像関連施策を推進する中心的な役割を担っていますが、市

民の認知度は高いとは言えない状況です。シビックプライドの醸成は、映像のまち条例やそれに

基づく市の施策のほか、札幌が舞台となった作品、札幌で活躍する作り手などを、市民が「知る」

ことから始まりますが、前プランの改定のために設置した検討委員会では、「情報発信やその方法

が十分でなく、市民に伝わっていない。」「映像を活用したまちづくりを市民に分かりやすく伝えて

いくための、ブランドステートメント４１があるとよい。」などの意見がありました。これまで以上に市

民への情報発信を積極的に行っていくことが求められます。 

４１ ブランドステートメント―ブランドのミッションや目指すべき姿を簡潔に表現するもの 

１８.４％ １７.３％
１４.６％

１５.９％ １５.０％

１３.８％
１１.５％ １０.５％ １１.７％

２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

フィルムコミッションの認知度

フィルムコミッションを知っていた

札幌フィルムコミッションを知っていた

出典―市民意識調査

首都圏展示会―コンテンツ東京

札幌市映像活用推進プラン改定検討委員会 委員提案資料。認知拡大に向けた取組みの一例 
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まとめ：札幌市の課題 

 人口減少に伴い、作り手が減少する可能性がある。 

 ＣＧ関連の学生人材が道外に流出している。 

 付加価値を高める余地がある。 

 作り手と使い手が出会う機会が少ない。 

 販路拡大ニーズは高いが、個々の取り組む余力がない。 

 市の取り組みなどの認知度が高くない。 
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改定に当たっては、前プラン策定後の状況の変化を踏まえることとしますが、「基本理念」及び

「基本目標」は、条例の理念である映像の力を活用したまちづくりを進めるに当たっての普遍的な

内容であることから、引き続き以下のとおりとします。 

１.基本理念 

映像の力を活用して「市民が誇りをもって暮らす魅力あふれる都市」さっぽろの実現を目指します。 

映像は、その情報伝達力や訴求力により、多様な産業への波及効果を生み、札幌市経済の発

展に寄与するとともに、札幌の魅力を国内外へ認知させ、世界都市さっぽろとしてのブランド価値

を向上させる上で、大きな力を持っています。また、映像は、制作や発信などの過程を通じて、市

民の創造性を誘発するとともに、シビックプライドの醸成につながります。 

2.基本目標

映像の力を活用した「経済活性化」 

札幌市内の様々な産業による映像の力の活用

を促進し、これまで以上に映像に対する需要の拡

大を図り、より魅力的な映像の制作・発信につな

げていく好循環を生み出すことで札幌の経済の

活性化を目指します。 

映像の力を活用した「地域活性化」

札幌を舞台とした作品、札幌で活躍する作り

手、映像のまちづくりに向けた様々な取り組みな

どについて市民が知る機会の充実を図り、札幌に

暮らすことに更なる誇りを持つことにつなげてい

くことで、地域の活性化を目指します。 

第６章  目指す方向 
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３.施策の基本方針 

前プランでは５つの施策の基本方針を設けていましたが、市民への伝わりやすさなどに配慮し

て、３つに整理します。 

４.第２期札幌市映像活用推進プランの体系 

施策の基本方針の整理を踏まえた第２期札幌市映像活用推進プランの体系は次のとおりです。

▼ 

１.映像を活用した魅力の発信 

2.多様な産業への波及 

３.映像産業の基盤強化 

５.市民の創造性の誘発 

４.シビックプライドの醸成 

１.創造力の強化
〔作り手に関する施策〕 

２.映像活用の促進
〔使い手に関する施策〕 

３.シビックプライドの醸成
〔市民に知る機会を提供する施策〕

作る

使う

知る

▼ 

基本理念 

基本目標 

施策の基本方針 

１.創造力の強化 ２.映像活用の促進 ３.シビックプライドの醸成 

映像の力を活用した経済活性化 

映像の力を活用して 
「市民が誇りをもって暮らす魅力あふれる都市」さっぽろの実現を目指します。 

映像の力を活用した地域活性化

具体的な施策 

▼ 
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５.具体的な施策を構築する視点 

映像産業の現状や札幌の資源と課題を踏まえて、以下の視点で具体的な施策を構築します。 

市場の変化への対応 

 シティプロモートへの影響力が強い映画業界と引き続き市場シェアの高いテレビ業界に
向けた施策を継続 

 成長分野であり、雇用創出効果が期待できるＣＧ（アニメ/ゲーム）分野の施策を拡充 

 使い手企業のビジネス拡大に貢献できる動画広告分野の施策を拡充 

映像を作る側の変化への対応 

 人口減少による将来的な人材不足を解消するため、子どもや学生が映像に親しみ、学ぶ
機会を生み出す 

 市内に教育機関が集積し、市場も成長傾向にあるＣＧ分野において、関連企業の誘致や人
材確保・育成に取り組む 

 使い手の思いを形（映像）にできる人材を育てるとともに、企業から個人クリエーターまで、
幅広い作り手が活躍できるような環境をつくる 

 札幌を舞台とする作品制作のほか、市内作り手のオリジナル作品制作を支援し、映像産業
の高付加価値化を図る 

映像を使う側の変化への対応 

 映像活用を促進するため、使い手のデザイン経営力を向上するとともに、作り手とのマッ
チング機会を創出する 
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前章で述べた視点を踏まえた具体的な施策は以下のとおりです。 

方針 １｜創造力の強化 ‒ 作る 

人を育てる 

０１ 〔新規〕 子どもの興味喚起 

映像業界を目指す人材を増やすため、子どもを対象とした制作ワークショップなどを新しく
実施します。 

０2 〔継続〕 映画・テレビ人材の育成 

映画・テレビ業界を目指す人材や今後の業界を担う作り手の育成を図るため、ドキュメンタリ
ー作品制作講座等を引き続き実施します。 

０３ 〔新規〕 ＣＧ人材の育成 

市内における ＣＧ 人材の確保・育成を図るため、市内の教育機関や制作プロダクション等と
連携したインターンシップ等を実施するとともに、学生や保護者等に対して業界説明会等を

実施します。 

０４ 〔新規〕 動画広告人材の育成 

使い手の多様なニーズに応えることが出来る動画広告の作り手を育成するため、企画力向
上等のための講座を新しく実施します。 

０５ 〔レベ〕 法令や撮影マナーに関する啓発 

これまで、映画分野のロケ撮影コーディネーター等に対して実施していた法令や撮影マナー
に関する講座の対象を、様々な映像分野の作り手に拡大します。 

作品を育てる 

０６ 〔新規〕 コンテスト応募作品等への助成 

挑戦する個人を支援するため、コンテスト等への応募作品制作に係る経費の一部を助成し
ます。 

０７ 〔継続〕 シティプロモート貢献作品への助成 

シティプロモートや観光誘客等を促進するため、札幌市が舞台となる映像制作に係る経費の
一部を引き続き助成するとともに、作品の誘致や制作環境の整備に取り組みます。 

０８ 〔レベ〕 市内企業作品への支援 

映像産業の高付加価値化を図るため、市内の作り手のオリジナル映像作品制作などを支援
します。 

ビジネスを育てる 

０９ 〔継続〕 販路及びネットワーク拡大の支援 

作り手の販路やネットワーク拡大を図るため、社会情勢やニーズを踏まえて、国内外の商談
会への出展を支援します。 

１０ 〔継続〕 映像関連企業の誘致 

若者の雇用機会の拡大や映像産業全体の活性化を図るため、引き続き映像関連の事業所
の新設や増設に係る費用の一部を補助します。 

第７章  具体的な施策 
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方針２｜映像活用の促進 ‒ 使う

映像の力を理解してもらう 

０１ 〔新規〕 デザイン経営の視点に立った映像活用の普及啓発 

訴求力の高い映像活用を促すため、使い手を対象に、デザイン経営の視点に立った映像の
使い方に関する講座を新しく実施します。 

使い手と作り手をつなぐ 

０2 〔新規〕 使い手と作り手のマッチングイベント実施 

映像の地産地消を図るため、動画広告の作り手と使い手とのマッチングを新しく実施しま
す。 

見本を作る 

０３ 〔継続〕 プロモーション動画制作への助成 

動画広告の好事例を示し、映像活用の動機付けを行うため、引き続き作り手と使い手が連
携したプロモーション映像制作に係る費用の一部を助成します。 

方針３｜シビックプライドの醸成 ‒ 知る

市民に知ってもらう 

０１ 〔レベ〕 市民への周知 

前プランでは、札幌が舞台になった作品の上映会等を行ってきましたが、それに加え、「札幌
で活躍する作り手」や「映像のまちづくりに関する市の取り組み」などについても展示会等を

通じ、情報発信を行います。

国内外の人に知ってもらう 

０2 〔継続〕 国内外への周知 

国内外に向けて札幌が舞台となった作品や札幌で活躍する作り手の魅力を伝えるため、引
き続き作品誘致などのフィルムコミッション活動を通じて情報発信を行います。

参加を通して知る 

０３ 〔継続〕 参加機会の提供 

映像制作への参加を通じたまちの魅力を再発見する機会を提供するため、引き続きボラン
ティアエキストラ制度の運用を行います。 
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１.数値目標 

対応する 

施策の基本方針
指標 現状 目標 

１ 映像産業の従事者数 
５,６６２人 
２０２０年

６,５００人 
２０２６年

2 映像産業の売上高  
１,４７６億円 
２０２０年

１,５８０億円
２０２６年

３ 
映画等の撮影に迷惑ではなく、協力したいと
感じる市民の割合 

４６.３％ 
２０２０年

５５％ 
２０２６年

2.推進体制 

庁内の関係部局と連絡調整を行いながら全庁的に取り組みます。具体の映像活用施策につい

ては、札幌市の出資団体であるさっぽろ産業振興財団と連携しながら事業を実施していきます。 

計画期間である５年間で目指すべき数値目標を設定し、進捗管理を行います。また、必要に応

じて関係者が意見交換できる場を設け、外部有識者などの意見も取り入れながら施策の効果を

検証し、取り組み内容の変更や追加などを行います。 

３.ＳＤＧｓ との関連性 

本プランに基づき、映像に関する創造力の強化、映像活用の促進、シビックプライドの醸成に取

り組むことで、ＳＤＧｓ４２の達成に寄与します。 

４２ ＳＤＧｓ―２０１５ 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための ２０３０ アジェンダ」にて記載された ２０１６ 年

から２０３０年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための１７の目標（ゴール）と １６９の取組（ターゲット）から構成され

ている 

第８章  推進に当たって 
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１.コンテンツ産業の定義 

総務省がまとめた日本標準産業分類表に照らし合わせて次のとおり定義します。 

中分類 小分類 

３８ 放送業 

381 公共放送業 

382 民間放送業 

383 有線放送業 

３９ 情報サービス業 391 ソフトウェア業 

４０ インターネット附随サービス業 401 インターネット附随サービス 

４１ 映像・音声・文字情報制作業 

411 映像情報制作・配給業 

412 音声情報制作業 

413 新聞業 

414 出版業 

415 広告制作業 

416 映像音声文字情報制作に附帯するｻｰﾋﾞｽ業

７２ 専門サービス業 
726 デザイン業 

727 著述・芸術家業 

７３ 広告業 731 広告業 

７４ 技術サービス業 746 写真業 

８０ 娯楽業 801 映画館 

2.映像産業の定義 

コンテンツ産業のうち、次の業種を第２期札幌市映像活用推進プランにおける映像産業と定義
します。 

中分類 小分類 選定理由 

３８ 放送業 
３８１ 公共放送業 テレビ分野 

３８２ 民間放送業（ラジオ除
く） 

テレビ分野 

３９ 情報サービス業 
３９１ ソフトウェア業（ゲーム
のみ） 

ＣＧ 技術を多く使うゲームソ
フト制作を含む 

４０ インターネット附随サー
ビス業 

４０１ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ附随サービス 音楽映像等の配信 

４１ 映像・音声・文字情報制
作業 

４１１ 映像情報制作・配給業 映画、テレビ、アニメ制作 

４１５ 広告制作業 
主として印刷物を扱う業種だ
が、映像制作を手掛ける企
業も多い 

４１６ 映像音声文字情報制作
に附帯するサービス業

映像制作等に付帯するサー
ビス（貸しスタジオなど） 

７３ 広告業 ７３１ 広告業 
広告に係る企画立案、コンテ
ンツの制作 

７４ 技術サービス業 ７４６ 写真業 
動画を手掛けるカメラマンが
増えている 

８０ 娯楽業 ８０１ 映画館 － 

参考資料 
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３.映像の力により世界が憧れるまちさっぽろ 
を実現するための条例 

平成２６年５月 ３０ 日条例第 ３６号 

札幌の映像産業は、南西部に広がる森林地帯などの豊かな自然、

鮮明な四季の移り変わりが美しい北の都市としての景観といった豊

富な映像素材の活用及びＩＴ・コンテンツ産業の振興を目指した取

組により、映像産業の担い手である企業等の雇用創出や観光客の

増加などの効果を生みながら、札幌の経済成長に寄与してきた。 

こうした流れを、札幌の経済の持続的な発展に結び付けていくため

には、映像産業を支える人材の育成や、市内の様々な産業による映

像の力の活用をこれまで以上に促進することにより、更に映像に対

する需要の拡大を図り、それがより魅力的な映像の制作・発信につ

ながるという好循環を生み出す必要がある。 

また、今日までの情報通信技術の発展により、個人が気軽に映像を

制作し、発信することを可能にする環境が整ってきており、そのよう

な中で制作・発信された映像が社会に与える影響力も拡大しつつ

ある。更に、映像の制作が地域と共に行われるなど、市民が映像に

触れ、制作に参加する機会も増加している。こうした状況は、札幌

の魅力が国内外により認められるための好機であり、市民の映像

文化活動を一層促進する取組も求められる。 

加えて、映像の力を活用したまちづくりを進める中で、札幌の自然、

景観、歴史、文化、経済その他様々な魅力が国内外に広く認知され、

市民が札幌の魅力を再発見することは、市民が札幌に暮らすことに

更なる誇りを持つことにつながるものである。 

このような認識の下、市民、事業者及び市が協力・連携しながら映

像の力を活用したまちづくりを進めることで、札幌をより豊かで魅

力的なまちとし、世界が憧れるまちさっぽろを実現するため、この条

例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、映像の力を活用したまちづくりに関し、基本理

念を定め、市並びに市内において事業を営む企業、団体及び個人

（以下「事業者」という。）の役割並びに市民の理解と協力を明らか

にするとともに、市の施策の基本的な事項を定め、映像の力を活用

したまちづくりに係る施策（以下「映像活用施策」という。）を戦略的

かつ総合的に推進することにより、本市経済の持続的な発展及び

札幌の魅力の認知を図り、もって市民が誇りを持って暮らす、世界

が憧れるまちさっぽろを実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 映像の力 映像の直観的かつ効率的な情報伝達効果並びに

それに基づく宣伝効果及び訴求効果 

(２) 映像の力を活用したまちづくり 映像産業の振興を図る取組、

市内の様々な産業の映像に対する需要の拡大を図る取組並びに市

民による自発的な映像の制作及び発信を促進する取組 

（基本理念） 

第３条 映像の力を活用したまちづくりは、次に掲げる事項を基本と

して、市民、事業者及び市がそれぞれの役割等を認識し、相互に協

力・連携することにより推進されなければならない。 

(１) 市民並びに事業者のうち映像の制作及び発信に係る事業を営

むもの（以下「映像事業者」という。）の主体性及び創造性が十分に

尊重されること。 

(２) 映像が国内のみならず海外から札幌が魅力的なまちとして認

められるための有効な手段となるものであるとの認識に立つこと。 

(３) 映像産業を始め、市内の様々な産業の発展を目指すもので

あること。 

（市の役割） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、映像活用施策を

戦略的かつ総合的に実施するものとする。 

２ 市は、市民による自発的な映像の制作及び発信を促進するため、

市民が映像に親しみ、映像の制作及び発信に取り組む契機となる

機会の充実が図られるよう積極的な役割を果たすものとする。 

３ 市は、施策を企画及び実施するに当たっては、その施策が映像

を通じて発信されることにより、札幌が魅力的なまちとしてより一層

国内外に認められる可能性があることを考慮するものとする。 

４ 市は、映像事業者が主体的及び創造的に映像の制作及び発信

に取り組むために、必要な支援と環境整備を行うものとする。 

５ 市は、映像事業者以外の事業者による事業活動における積極的

な映像の活用を促進するために、必要な支援と環境整備を行うも

のとする。 

（事業者の役割） 

第５条 映像事業者は、この条例の趣旨の理解を深め、主体的及び

創造的に映像の制作及び発信に取り組むものとする。 

２ 映像事業者以外の事業者は、この条例の趣旨の理解を深め、そ

れぞれの実情に応じ、事業活動における積極的な映像の活用に協

力するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、市が実施する映像活用施策に協力するよう努めるも

のとする。 

（市民の理解と協力） 

第６条 市民は、自ら映像を制作及び発信することが札幌の魅力の

認知に資することを理解するとともに、市が実施する映像活用施策

並びに映像事業者による映像の制作及び発信に協力するよう努め

るものとする。 

（基本計画） 

第７条 市長は、映像活用施策を戦略的かつ総合的に実施するた

め、映像活用施策に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 映像活用施策に関する目標 

(２) 映像活用施策に関する基本的な方針 

(３) 前２号に掲げるもののほか、映像活用施策を戦略的かつ総合

的に実施するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を適切に

反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（財政上の措置） 

第８条 市は、映像活用施策を実施するために必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（連携） 

第９条 市は、映像活用施策を実施するに当たっては、市、国、他の

地方公共団体、事業者、市民その他の映像活用施策に関係するも

のの間の連携が図られるよう配慮しなければならない。 

第 １０条 市は、市、事業者等が、映像活用施策に関し、互いに自由

かつ率直に意見の交換を行うことができる仕組みの整備を図るも

のとする。 

（委任） 

第 １１ 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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４.札幌市映像活用推進プラン改定検討委員会 

プランの改定に当たり懇話会を設置し、様々な分野の専門家や、将来映像分野で働くことを希
望する学生の方から意見をいただきました。 

委員会 

第１回 2021.6.28 前プランのふり返りと改定の視点抽出

第２回 2021.7.26 具体的な施策の検討

第３回 2021.8.10 改定プランの内容確認 

委員（５０音順、敬称略）

カジタ シノブ  合同会社 ｔａｂ 代表・ＩＣＣ ディレクター 

工藤  真由   札幌市立大学デザイン学部 

長岡  晋一郎  株式会社北海道博報堂 

成田  穣    株式会社アレクト 

橋本  直樹   吉田学園情報ビジネス専門学校 

李   嘉兒   一般財団法人さっぽろ産業振興財団
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委員会での主な意見 

プラン全体 

 映画、テレビ分野に加えて、ＣＧ（アニメ・ゲーム）や動画広告などの市場が拡大している分野
にも施策を展開するべき。 

 シティプロモートや観光誘客という目標では産業振興施策としては不十分。企業の業績が伸
びたのか、雇用が生まれたのかといった観点が必要。 

 フィルムコミッションや ＩＣＣが、作り手や使い手などのつなぎ役を担い、産業の育成や、市民
への情報発信を通じてシビックプライドを高めることを期待する。 

創造力の強化 

 人材育成は子どもの頃から行った方が良い。また年齢の近い大学生が子どもに教える立場
で参画するのも、お互いの学びになるので相乗効果がある。 

 ＣＧ 関連人材の育成では福岡市の取組みが参考になる。産官学が連携して学生を育成し、
市内への定着を図るべき。 

 ＣＧ 職種を希望する若者は多いが、保護者や進路指導にあたる教師の理解が得られないこ
とが多い。行政が正しい職種のイメージを発信していくことを期待する。 

 誰もが映像を制作することができる時代になり、プロとアマチュアの二分化が起きている。プ
ロには技術力だけではなく、高い企画力が求められている。 

 個人クリエーターが活躍する時代になったが、トラブルを起こしたり、巻き込まれたりすること
が増えている。改善のための啓発などが必要である。 

 札幌はコンテストなどがあまりなく、自分の作品を発表する場所が少ない。学生やアマチュア
がチャレンジするための補助金などがあるとよい。 

 作品の中に札幌市の風景が映り込まない作品であっても、市内企業が制作する場合、雇用
や市内での作業発注などの経済効果を生みだしている。観光誘客などの効果がない作品で
あっても経済への貢献を評価し、支援する必要がある。 

 海外との交流・ネットワークをもつことや、海外の目線からの意見をもらう機会というのは作
品の質の向上などにとって重要である。 

映像活用の促進 

 経産省の言う「デザイン経営」はデザインが良くなることでビジネスが発展していくことを指し
ている。作り手と使い手の良い組み合わせで事業が成長した事例を札幌の使い手に伝えて
いく必要がある。 

 札幌の作り手と使い手をつなげ、企業が売り上げを伸ばし、それをサポートしたクリエーター
も同時に成長できるような成功例をつくることが大事なのではないか。企業とクリエーターを
つなぐイベントやコンペなどがあるとよい。 

シビックプライドの醸成 

 シビックプライドの醸成は、映像に関する市の取り組みなどを、まずは「市民に知ってもらう」
ことから始まるが、情報発信が十分でないような印象を受ける。抽象的な活動を統合するよ
うな名前やロゴなどを作成し市民に分かりやすく伝える工夫が必要である。 

 札幌の企業が札幌を舞台にした作品を作り、ロケーションツーリズムやアニメツーリズムに結
び付くことが、経済と観光のバランスが取れて、シビックプライドにも結び付く好事例である。 
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